
〔主な改正のポイント〕
（１）①子育て中の短時間勤務制度及び②所定外労働（残業）の免除制度の導入義務化

改正育児・介護休業法が、平成22年6月30日から施行されています。但し、常時100人以下の労働者を雇用する中小企業については、
下記（１）①、②及び（４）の内容については平成24年6月30日まで適用が猶予されています。少子・高齢化対策の観点から、男女共に子育て
をしながら働き続けることができる、又は介護をしながら仕事を続けることができる雇用環境を整備する目的で改正されました。

（２）子の看護休暇制度の拡充

（３）父親の育児休業の取得促進
①パパ・ママ育休プラス（父母共に育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長）

現　　行
3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度・所定外
労働（残業）免除制度などから１つ選択して制度を設けること
が事業主の義務

①3歳までの子を養育する労働者が希望すれば利用できる短時間勤
務制度（1日原則6時間）を設けることが事業主の義務になります。
②3歳までの子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働（残業）
が免除されます。

改　正　後

現　　行
病気やけがをした小学校就学前の子の看護のための休暇を労働
者１人あたり年５日取得可能。

休暇の取得可能日数が、小学校就学前の子が１人であれば年５日、
２人以上であれば年１０日になります。

改　正　後

（４）介護休暇の新設
労働者が申し出ることにより、要介護状態※1)の対象家族※2)が１人であれば年５日、２人以上であれば年１０日、介護休暇を取得
できるようになります。

※1) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態
※2) 配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）、父母および子、配偶者の父母、同居し

且つ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫
※3) 雇用期間が6カ月未満の労働者等一定の労働者のうち労使協定で休暇を取得できないものとされた労働者は適用除外。
※4) この介護休暇のほか、現行の介護休業（要介護状態にある対象家族1人につき、要介護状態ごとに1回、通算して93日まで取

得可能）が取得できます。

③労使協定による専業主婦（夫）除外規定の廃止
これまでは、配偶者が専業主婦（夫）や育児休業中である場合、労使協定により労働者からの育児休業申し出を拒否出来る制度が可能
でしたが、これを廃止し、専業主婦（夫）や家庭の夫を含めて、すべての労働者が育児休業を取得できるようになります。

現　　行
父も母も、子が１歳に達するまでの１年間育児休業を取得可能。 母（父）だけでなく父（母）も育児休業を取得する場合、休業可能期間

が１歳２カ月に達するまで（２カ月分は父（母）のプラス分）に延長
されます。

改　正　後

②出産後８週間以内の父親の育児休業取得の促進

現　　行
育児休業を取得した場合、配偶者の死亡等の特別な事情がない
限り、再度の取得は不可能。

配偶者の出産後８週間以内の期間内に、父親が育児休業を取得
した場合には、特別な事情がなくても、再度の取得が可能となります。 

改　正　後

（５）法の実効性の確保
①苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みの創設
育児休業の取得等に伴う労使間の紛争等について、都道府県労働局長による紛争解決の援助及び調停委員による調停制度を設けます。
②勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対する過料の創設
法違反に対する勧告に従わない企業名の公表制度や、虚偽の報告
等をした企業に対する過料の制度を設けます。

〔最後に〕
多くの事業所では、残念ながら「改正育児・介護休業法」に関し、十

分な対応が採られていないのが現状です。この際に是非とも就業規則
を改訂して整備を進めるよう努めて下さい。また、育児・介護休業をする
方、又は休業を支える事業所に対し、行政サイドから経済的支援（雇用
保険の育児・介護休業給付）や助成金（子育て支援助成金等）、社会
保険の免除・特例措置等がございますので、ご活用下さい。

執筆頂いた中村司さん▶
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改正育児・介護休業法について  社会保険労務士　中村　司

サービス業部会発

１１月の全産業合計の業況ＤＩは▲４０．６（前月比▲０．１ポイント）
と、前月からほぼ横ばい。業況は、６月以降停滞しており、一向に上
向く気配がみられない。特に、円高の長期化による輸出・生産の減
少に加え、取引先からのコストダウン要請や海外移転の加速による
受注の減少など、企業経営をとりまく環境はさらに悪化している。ま
た、少ない受注をめぐる価格競争の激化や消費者の節約志向など
により、収益確保の難しさが一段と増している。
先行きについては、▲４０．２（前月比＋０．４ポイント）と前月からほ

ぼ横ばいで推移した。しかし、エコポイントの半減により、１２月以降、
家電製品の売上が落ち込む見通しであることに加え、円高の長期
化など景気の先行きが不透明な中、今後一段と企業収益悪化へ
の懸念が強まっている。年末にかけて経営体力が限界に達し、倒
産の増加を憂慮する声も多い。

ＤＩ＝（増加・好転などの回答割合）－（減少・悪化などの回答割合）
業況・採算：（好転）－（悪化）　売上：（増加）－（減少）

 地　区 全　国 関　東 全　国 関　東
 全産業 
 建　設 
 製　造 
 卸　売 
 小　売 
 サービス 

前年同月比調査項目 先行き見通し

業　

種

 ▲40.6 ▲37.2 ▲40.2 ▲36.9
 ▲51.5 ▲56.1 ▲46.0 ▲46.2
 ▲27.7 ▲22.9 ▲40.7 ▲39.4
 ▲41.3 ▲27.5 ▲35.9 ▲30.0
 ▲41.8 ▲35.6 ▲38.1 ▲34.3
 ▲45.3 ▲47.1 ▲39.9 ▲33.0

商工会議所のネットワーク活用して、各地域の「肌で感じる足元の景気感」を全国ベースで毎月ヒアリング調査し、その集計結果をリアル
タイムで調査実施会議所等へ提供することにより、商工会議所としての景気対策等に関する意見活動などに資することを目的としています。

株式会社袋井清掃　代表取締役　鈴木雪春氏
住所　袋井市豊沢１９１４

TEL.0538-43-2518　FAX.0538-43-2543

正社員数　33名（ECO検定合格者　22名）
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▲お話を伺った代表取締役  鈴木雪春氏
　（バイオディーゼル使用車の前で）

▲エコユニットアワード2010表彰式　夏井さん（右）

「昨年の特別賞に続いて2度目となる今回の受賞は、『食
育』『地産池消』をテーマとしたグリーンツーリズムの活動が、社
員だけでなく家族も巻き込んだものとなっている点、独自に作
成したECO検定の模擬試験や社内紙
「袋井清掃環境マイスター新聞」を作成
するなど、エコピープル（ECO検定合格
者）を増やす活動を行っている点が評価
されました。表彰式では、東京商工会議
所の担当の皆さんが当社を知っていて
びっくりしました。」と夏井さん。環境教育
への取り組みは全国的にも有名です。地
域への貢献も大きく、
毎年小学4年生の環
境学習を受入れる他、
公民館や自治会の視
察を年間で5～6件受
け入れがあり、地域に
おける環境教育の拠
点となっています。

地域の環境保全が本業である袋井清掃さんは、平成
18年に廃食用油バイオ燃料事業を開始。BDF（バイオ
ディーゼル燃料）は軽油の代わりに使うことが出来る植物
性燃料のことです。昨年、袋井市では約2万リットルの廃
食用油が収集されました。家庭や事業所から出された廃
食用油からBDFを製造し、自社の軽油で走る車に利用
するだけでなく、袋井市や静岡理工科大学の車両にも供
給しています。地域と一体となった活動は、鈴木社長の
地域貢献への強い意志を感じます。

エコヘの取り組みを持続していくことはどの企業にとっても
難しい課題となっています。取り組みがマンネリ化しないため
の工夫が袋井清掃さんでは行われています。例えば、今年は
年間テーマをエコドライブとして、全社員がエコドライブ講習を
受講したそうです。「昨年は現場の車両を運転する社員だけ
でしたが、ふんわりスタートなどを実際のメーターの数字で体感
できて、すぐにガソリン使用量が減少するという成果が出まし
た。そこで本年は管理部門の社員も島田の自動車学校に出
向いてエコドライブ講習を受けました。」（夏井さん）「私たちの
事業は環境そのもので
す。技術的なレベルアップ
を図り、地域の環境保全
に努めたい。」と鈴木社
長。地域の未来を見つめ
続ける目に迷いなく、常に
前向きに取り組んでいる
姿勢に感心いたしました。

環境・省エネ研究会メ
ンバー企業紹介‘わが社
のエコ活動’。今回は、昨
年に引き続きエコユニッ
トアワードを受賞した㈱
袋井清掃さんにおじゃま
して、環境・省エネ研究会
の委員長でもある鈴木社
長と夏井課長にお話を伺
いました。

11月の業況指数（DI指数）

ＬＯＢＯ調査とは

LOBO －商工会議所早期景気観測調査－
11月のポイント「業況DIは停滞。上向く気配はみられず」

LOBO －商工会議所早期景気観測調査－
11月のポイント「業況DIは停滞。上向く気配はみられず」

“2010年度エコユニットアワード継続優秀賞”受賞

袋井をバイオマスタウンに～廃食用油を再利用～

全社員がエコドライブ講習を受講しています

～環境・省エネ研究会メンバー紹介❸～

わが社の


